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概要

1994年の選挙制度改革は，衆議院の選挙制度として小選挙区比例代表並立艇を導入す

ることで，従来の中選挙区制下の候補者・利益誘導中心の選挙とは異なる政党・政策中心

の選挙を実現することを目的とした.しかし，衆議院の選挙制度は総体として存在する複

数の選挙制度の一部に過ぎない.衆議院議員・党中央組織が，地方議員・党地方組織と密

接な関係を持っている以上，衆議院の選挙髄度を変更した効果が地方レベルで相殺される

可能性が存在する.本稿の目的は，予期される選挙制度改革の影響が有権者の態度におい

て確認できるか，さらには，その影響が地方レベルの選挙制度により相殺されているかを，

検討することにある.具体的には， ]ES IIのデータに地方選挙のデータを結合し，衆議院

選挙における判断基準としての政党志向と候補者志向が，如何に都道府県議会選挙区定数

の影響を受けているかを分析する.
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1.導入

制度は政治学における重要な研究主題である.日本政治研究においては，選挙制度，と

りわけ衆議院の選挙制度が政党制，政治家，そして有権者に与える影響について研究が行

われてきた (Reed1990 ; Cox 1997 ; JII人 2000;鈴木 2000;リード 2000，2003;今井

* 本稿の分析において利用したマイクロ・データは蒋島郁夫他 f変動する日本人の選挙行動(JESII) t明

るい選挙推進協会 f統一地方選挙後調査j，および『明推協衆議院議員総選挙時系列データ 1972-2000jで

ある.]ES IIに関しては調査を実施した後，データを公開された先生方に感謝申し上げる.明るい選挙推進

協会データについては，同協会に感謝したい.明推協衆議院選挙調査の時系列ファイルの作成は筆者自身に

よるものである.三つのデータセットは全てレヴァイアサン・データ・パンクから有料で公開されている.

また，本干高において利用した都道府県議会議員選挙の集計データはオーストラリア国立大学の堀内勇作氏が

編集したものである.データを提供してくださった堀内氏に深甚の謝意を表する.
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2004) .しかしながら，衆議院以外の選挙制度に十分な関心が寄せられたとは言い難い.

特に，異なるレベルの政府において，異なる選挙制度が用いられているにもかかわらず，

一貫性の欠如した選挙制度が政党組織や選挙運動に与える影響についての考察は皆無であ

る. しかし，人々の行為は，実際の社会的・制茂的な文脈の中で行われる.一つの制度下

の条件が，別の制度下の行動を拘束することは十分に考えられる.従って，人々がある

面で接している制度・状況の違いが，別の局面での態度や行動に影響する可能性がある.

そこで本稿では，衆議院選挙時と統一地方選挙時の人々の政治的態度を比較し，かつ，

一つの異なる制度が混在することの帰結を考察したい.衆議院選挙については，ほぽ 10

年ごとに JABISS . JES . JES II . JES III等の全国レベルの学術調査が行われてきたが，地

方選挙についての全国的学術調査は最近終了した JES皿のパネルに含まれたのをu詫矢とす

る.また，明るい選挙推進協会の統一地方選挙後調査のデータはレヴァイアサン・デー

タ・バンクから公開されているにもかかわらず，体系的な分析が行われてきたと

いので，総選挙時と地方選挙時の世論を比較することそれ自体に意義があろう 1)

ここでまず確認しておくべきことは，地方の選挙制度は国の選挙制度と大きく異なる点

である.衆議院選挙では 1993 年までは定数 3~5 (例外として定数 2と定数 6も存在)の

中選挙区制， 1994年の選挙制度改革以降は 1996年から小選挙区とブロック毎の比例代表

とを組み合わせた小選挙民比例代表並立制が用いられている.しかし，参議院選挙は全国

大の比例代表制と都道府県を単位とする選挙区 (1~4 議席定数)との組み合わせである.

市町村議会選挙においては，地方自治法が議会の規模を決定し，市町村議会の規模は最低

12，最高 96と定められている(地方自治法 91条).人口 50万以上 90万未満の市の定数

は 56である.政令指定都高については，実際に 96人の議員を擁する場合もある.市町村

会議員選挙は，政令指定都市を除いて当該自治体全域を一つの選挙区とする大選挙区制で

あり，定数は 12から 56まで開きがある.政令指定都市の場合は行政区を単位とした中選

挙区制となる.最も興味深いのは都道府県会議員選挙であるが，公職選挙法では市町村が

選挙区と定められている(公職選挙法第 12条第 3項).従って，選挙区の定数は最低 1，

最高 18まで人口によって決まる.この選挙制度の違いは，選挙における候補者の選挙運

動に影響を及ぼし最終的には有権者の認識・態度にまで影響を与えているように思われ

る.

例えば，ロションは 1967年衆議院議員選挙データ(ミシガン調査)を利用して，同一

政党から出馬する候補者が増えるほど，有権者の投票判断は政党を基準にしたものから，

候補者を基準にしたものへと変化することを示している (Rochon1981).また， 1994 

1) 30年以上前に出版されたものであるが，リチヤードソンの著書 (Richardson1974) は，地方選挙を含め

た各地の公明選挙連盟(明推協の前身)調査の集計値を丹念に検討した労作である.
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に選挙制度改革が行われた背景には，従来用いられてきた中選挙区制が，政党中心ではな

く候補者個人中心の選挙，政策ではなく利益誘導中心の政治をもたらした構造的原因だと

考えられたことがある.小選挙区を基本とした選挙制度の導入は，以前とは異なる政党中

心の選挙を，さらには一党優位政党制から二大政党制への再編を可能にすると考えられた.

そこでは暗黙に有権者が下す判断も，候補者の倍性や地元利益によるのではなく，政策に

よるものへと変化すると考えられたように思われる.

しかしながら，衆議院選挙の制度は，総体として存在する複数のレベルの選挙制度の一

部であり，そこを変更するだけで，政党の構造や，選挙運動の方法を根底的に変えてしま

うとは考えづらい.仮に衆議院選挙の制度が政党本位・政策本位の政治を導くものへと変

化したとしても，全国党組織・国会議員が地方政党組織・地方議員と密接な関係を持って

いる以上，実は選挙制度改革の効果が一定程度相殺される可能性が存在する.そして，本

稿が対象とする有権者の投票選択基準についても，実は地方選挙制度あるいはその制度を

前提とする地方議員の行動によって，影響をうけているかもしれないのである.

人々の考え方や態度は，制度的・社会的文脈において強化・補強されなければ，徐々に

衰退すると言われる (Miller1956 ; Huckfeldt 1986) .地方選挙と国政選挙での競争パタ

ーンが異なることで，有権者が持つ政党についての印象が暖昧となり，反実仮想、として選

挙制度が一貫している場合と比べると，人々が政治的判断を下す際の政党さらには政策の

重要性が低下するというのが，本稿における作業仮説である.対抗仮説は，人々は国政選

挙と地方選挙で異なる反応を示すが，かならずしも思考過程あるいは態度形成において両

者の関連は形成されないというものである.この場合，存権者が 1つのレベルの選挙でど

のような政党・候補者対立パターンを観察しようとも，それは時間を踊てて行われる別の

レベルの選挙での反応には一切影響しないと主張することになる.

以上の議論を念頭に，以下ではこつの分析を行う.第一に，総選挙と統一地方選挙とい

う異なる制度的文脈に直面した有権者の態度・行動を時系列で比較する.データは時事世

論調査および，明るい選挙推進協会の衆議院選挙後調査と統一地方選挙後調査を用いる.

政党支持率，並びに投票判断における政党志向・候補者志向の比率が，衆議院議員選挙と

統一地方選挙でどう異なるかを検討するが，地方選挙において候補者志向が格段に多いの

ではないかと予想される.

に，地方選挙制度および地方選挙における党派対立が，国政選挙に如何なる影響を

与えるかを検討する.残念ながら，地方選挙と国政選挙の双方を含むパネル・データは利

用できないが， JES IIデータでは，調査地区の市町村が特定できる.そこで，都道府県議

会選挙区定数が，総選挙時の有権者の投票判新規準に如何なる影響を与えるかを検討した
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い.都道府県議会の集計データは基本的に 1995年統一地方選挙時のものである2)

2.集計値の検討

2.1.政党支持率の変化

表 1に，毎月の結果が利用可能な時事世論調査を利用して，選挙直前の月と直後の月で，

どの程度「政党支持なし」が減少するかを示しである3) 時期により一定のバラツキはあ

るものの，衆議院選挙前後では「政党支持なしJは平均 9.7%低下する.参議院選挙の場

合は 7.6%前後の低下である.国政選挙の時期に「政党支持なしJが減少することは，既

存研究においても指摘されているが(三宅・西津・河野 2001， 41頁)，統一地方選挙前後

における「政党支持なしjの下落率が平均して1.6%に過ぎないことは注目に値する.こ

れは，選挙運動およびそれを報道するマス・メディアにおいて，政党の位霞づけが低く，

それを有権者が正確に認識していることを表しているように思われる.しかし，それは都

表 1 選挙前後における「政党支持なしjの変化

衆議院議員選挙 統一地方選挙

1960 年年年年 1211月月月月Z 20 日
21. 8 1962 f年年ド 7 月月月 1 日 -4.3 1963 年年 4 月月 17 日 -0.9 

1963 'if 11 )=j 21日 -5. 2 1965 fF 7 )=j 4日 6.5 1967 if-4 )=J 15臼 -2.6 
1967 /rf-1 }j 29日 13.5 1968 fF 7 )=j 7日 -8.4 
1969 fF 12 }j 27日 -8.3 

1972 年年年 12 月月月10 日 -10.1 1971 年年年 6 月月月 27 日 一7.8 1971 年年ヰ 4 月月月 11 日 -1.2 
1976 fF 12 }j 5日 6.1 1974 fF 7 }j 7日 -7.7 19751f-4 )=j 13日 -1.5 
1979 if-10 }j 7日 -1. 6 1977 1f-7 }j 10日 -8.3 1979 1f-4 )=j 8日 -1.7 

1980年6月22日 -9. 9 -9.9 1983年4月 10臼 -2.5 

1983 年年 12月月618 日 -3.2 -4.1 1987年4月 12日 4.3 
1986 if-7 日 -10.3 -10.3 

-10.7 

1990 f年年F2O月月月11 8 日 一7.9 1992年年年 7月月月 初 日 -3.5 1991 年年年 4 月月月7 -2.4 
1993 fF 7 }j 18日 -8. 1 1995 fF 7 }j 23日 -11. 1 1995 fF 4 )=J 9 4.0 
1996 fF 10 }j 20日 10.9 1998 fF 7 )=¥ 12日 -5. 3 1999 fF 4 )=J 11 -1.7 

2001 年年 7 月月29 日 一7.8 2003年4月 13日 -2.3 
2004 fF 7 }j 11日 -7.6 

一7.6 -1.6 

下線は衆参同日選挙
出典時事:世論調査

2) 東京都議会，茨城県議会，沖縄県議会は統一地方選挙とは異なる日程で選挙を行っている.東京都議会は

1965年に議長職をめぐる贈収賄事件を契機として自主的に解散した.茨城県議会も同様の理由で 1966年に

自主解散している.沖縄県議会は本土復帰の時期の関係から，統一地方選挙とのズレが生じた.

3) 時事世論調査では 1994年7月から政党支持質問の選択肢に変更を加えている.本稿で「政党支持なし」

と定義されているのは， 1994年 6月以前に関しては，単純な「政党支持なしJだけでなく， rわからないJ，
fどちらかといえば保守党ム「どちらかといえば革新党jを含んでいる. 1994年 7月以蜂に関しては， r政
党支持なし」と「わからないJを含む.詳しくは，前回 (2004) を参照されたい.なお，旧稿では「非政党

支持Jという用語を用いたが，本稿では「政党支持なし」に統一する.
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道府県議会選挙においても，有権者は政党を判断基準としていないことを意味するのだろ

うか.次に異なる選挙における投票判断基準を，明推協選挙後調査データを利用して検討

する4)

2.2.投票決定における判断基準一政党志向か候補者志向か一

「政党か候補者か」というのは，日本の投票行動研究における古典的なテーマである

(たとえば，三宅 1989). しかし，衆議院以外の選挙について，有権者の判断基準が政党

にあるのか候捕者にあるのかを体系的に分析した研究は少ない.明るい選挙推進協会の衆

議院選挙後調査では， I衆議院の選挙で，あなたは政党の方を重くみて投票しましたか，

それとも候補者個人を重くみて投票しましたかJという質問に対して， I政党を重くみてj，

「候補者個人を重くみてj，I一概にいえないj，そして「わからない」という選択肢を用意

している(回答票は用いられていない).統一地方選挙後調査でもほぼ同様の質問が，年

度により異同があるが，都道府県知事選挙，市町村長選挙，都道府県議会議員選挙，市町

村議会議員選挙について，尋ねられている.ここでは， I政党を重くみてjという回答を

政党志向， I候補者偲人を重くみてjという回答を，候補者志向と呼ぶ.表 2には，衆議

院選挙，県議会議員選挙，市南村議会議員選挙のそれぞれについて，各年の度数分布表，

および政党志向の割合から候補者志向の割合をヲiいた差が示しである.なお，調査対象者

が棄権した場合と，統一地方選挙で、選挙が行われなかった自治体に居住している場合には，

質問に答えていない点は注意を要する.

度数分布表を挑めると， I一概にいえないjI分からない」と答える人の割合は，選挙に

よる顕著な差はないように思われる 5) ここで政党志向と候補者志向の差を検討すると，

衆議院議員選挙については時期により変化はあるが，平均では政党志向が候補者志向を

4.3%上回る. 1979年と 1993年だけは候補者志向が政党志向を上回るが，後者は自民党

が分裂したため，候補者を中心に考える人が増加したためだと考えられる.前者について

は，理由は判然としない.ロションは日本人が選挙時に候補者を重要視するのは，中選挙

区制下では同一政党から複数の候補者が出馬するために，政党ではなく候補者をより重要

な判断基準とせざるを得ないからだと論じた CRochon1981). ロションの議論が正しけ

れば，小選挙区制の導入により，呂本人の政党志向は上昇すると考えられるが，必ずしも

「政党を重くみて」と答える人の割合は上昇していない.むしろ，先に挙げた例外的なー

4) 未公開の年度については藷島郁夫教授(東京大学)よりコードブックを提供頂いた.記して感謝したい.

5) 三宅によると 1960年までは候補者志向が政党志向を 10%程度上回っていた.明推協調査で政党志向が候

補者志向を上回ったのは 1969年からである(三宅， 1989， 39頁). 
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止
事
檎

蹴
嚇
護
河
四
沖
冊
様
、
)
思
泳
界
一
昨

衆議院の選挙で，あなたは政党の方を震くみて投票しましたか，それとも候補者個人を議くみて投票しましたか.衆議院議員選挙

2003 

822 47.0% 

638 36.5% 

234 13.4% 

53.1% 

1749 

10.5% 

2000 

463 (20.5%) 

828 46.1% 

770 42.8% 

178 9.9% 

2 1.2% 

1797 

1996 

444 (21. 0%) 

724 43.4% 

732 43.8% 

189 11. 3% 

25 1. 5% 

1670 

1993 

357 (15.5%) 

789 40.6% 

955 49.1% 

191 9.8% 

0.5% 

1944 

1990 

238 (10.5%) 

1039 51. 2% 

757 37.3% 

202 9.9% 

3 1.6% 

2031 

13.9% 

1986 

338 (14.2%) 

917 45.1% 

865 42.5% 

237 11. 7% 

15 0.7% 

2034 

I983 

383 (16.2%) 

928 46.9% 

831 42.0% 

204 10.3% 

15 0.8% 

1978 

1980 

316 (13.0%) 

1044 49.5% 

809 38.3% 

236 11. 2% 

2 1.0% 

2111 

11.1% 

1979 

413 (17.1%) 

820 40.9% 

919 45.9% 

247 12.3% 

10.8% 

2003 

1976 

323 (13.6%) 

938 45.8% 

821 40.1% 

255 12.5% 

3 1.7% 

2048 

1972 

317 (12.8%) 

1022 47.5% 

820 38.1% 

261 12.1% 

48 2.2% 

2151 

棄権

政党を議くみて

候補者個人を索くみて

一概にいえない

わからない

3.2% 一0.5%8.5% 2.6% 4.9% -4.9% 5.7% 9.4% 政党志向 候補者志向

こんどの県(道・府)談会議員の選挙では，あなたは，政党を重くみて投穿;しましたか，それとも倒人候:f!li"l'iーをゑくみて投薬しましたか.県議会議員選挙

2003 

1009 (45.4%) 

238 19.6% 

833 68.6% 

124 10.2% 

19 1.6% 

1214 

49.0% 

1999 

878 (39.3%) 

322 23.8% 

855 63.1% 

160 11.8% 

17 1. 3% 

1354 

-39.4% 

1995 

1106 (48.6%) 

214 18.3% 

826 70.7% 

119 10.2% 

0.8% 

1 168 

52.4% 

1991 

1073 (47.5%) 

342 28.8% 

674 56.8% 

139 11. 7% 

32.7% 

1187 

28.0% 

1987 

796 (33.9%) 

415 26.7% 

887 57.2% 

226 14.6% 

2 1.5% 

1552 

-30.4% 

1983 

725 (27.7%) 

729 38.4% 

自08 47.9% 

226 11. 9% 

3 1.8% 

1897 

1979 

996 (40.7%) 

336 23.1% 

834 57.4% 

248 17.1% 

32.5% 

1454 

-34.3% 

1975 

687 (28.4%) 

481 27.7% 

866 49.9% 

316 18.2% 

71 4.1% 

1734 

22.2% 

1971 

735 (31. 9%) 

357 22.7% 

903 57.5% 

252 16.1% 

58 3.7% 

1570 

-34.8% 

棄権・選挙米実施

政党を重くみて

候補者側人を重くみて

一概にいえない

わからない

政党志向一候補者志向

-.:] 

N 

9.4% 

こんどの市(区・ IUJ.村)談会議員の選挙では，あなたは，政党のカを丞くみて投薬しましたか，それとも絞補者側人を1立くみて投潔しましたか. * 87:if'.以降は「政党関係を丞くみてJに変化市町村議会議員選挙

1121 (50.4%) 

157 14.2% 

829 75.2% 

106 9.6% 

10.9% 

1102 

1124 (50.4%) 

164 14.8% 

830 74.9% 

107 9.7% 

0.6% 

1108 

-60.1% 

1028 (45.2%) 

139 11. 2% 

992 79.6% 

105 8.4% 

10.8% 

1246 

68.5% 

677 (33.7%) 

260 19.1% 264 19.9% 

901 66. 2% 885 66. 6% 

175 12.9% 161 12.1% 

2 1. 8% 19 1.4% 

1361 1329 

-47.1% -46.7% 

*質問文が「政党を1ft:くみてjに変わる

961 (41. 4%) 1024 (41. 8%) 

208 14.6% 

1011 70.9% 

178 12.5% 

22.0% 

1426 

916 (37.8%) 

283 18.8% 

964 64.1% 

217 14.4% 

41 2.7% 

1505 

-45.2% 

892 (38.7%) 

239 16.9% 

949 67.2% 

178 12.6% 

47 3.3% 

1413 

-50.2% 

棄権・選挙未実施

政党を重くみて

候補者個人を議くみて

一概にいえない

わからない

計

政党志向一候補者志向 61.0% -56.3% 

出典:明るい選挙推進協会衆議院選挙後識変，明るい選挙扱進協会統 A地方選者三後部]交
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つの年を除くと， r政党を重くみて」と答える人の比率には目立った変化が無いように忠

われる.

一方，衆議院議員選挙と比較すると，地方選挙においては圧倒的に「候補者個人を重く

みてjと答える人が多い.その傾向が一番顕著なのは市町村議会議員選挙である.候捕者

志向が政党志向を最低で 46.7%，最高で 68.5%，平均 54.4%上回っている.政令指定都

市を除く市町村議会議員選挙については，自治体の全域が 1つの選挙区として扱われ，そ

の中で全ての候補者が競争するが故に政党が判断の基準にならないのであろう.たとえば，

人口約 67万人の熊本市の市議会は定数 52で，熊本市全体が 1つの選挙区であるが， 2003 

年の統一地方選挙時には， 63人の候補者がひしめき合っている.もう一つ例を挙げれば，

東京都八王子市は人口 53万人で全市一区定数40だが， 2003年統一地方選時の候補者数

は49入である.また，定数が 30を超えるような大選挙区制においては，政治家の側も政

党のラベルに依存しない選挙運動を展開しているのではないかと思われる. 2003年統一

地方選挙後の無所属議員は町村議会で 90.7%，市議会で 65.6%に達する(石上 2003).

その一方，都道府県議会議員選挙では，候補者志向が政党志向を上回るとは言え，市町

村議会議員選挙ほどでない.候補者志向が政党志向を最低で 9.4%，最大で 52.4%，平均

33.3%上回っている.市町村議会議員選挙との聞に見られる差は，選挙区の定数が 1か

ら18までの範囲内であり，特に定数が小さい選挙区では政党が一定の役割を果たしてい

るからではないかと思われる.なお，経年変化を見ると，都道府県議会議員選挙について

は，候補者志向の増加・政党志向の減少が見られる. 1990年代に入札政党に所属しな

い都道府県議会議員の比率は上昇しつつあり， 1991年には 15.9%であったが， 2003年に

は26.1%まで増加している(石上 2003).果たして，この有権者における投票判断基準

の変化が，都道府県議会議員の選挙運動の変化を反映しているのか否かは，憶測の域を出

ない.ただし，ここで確認しておきたいことは，選挙区の定数が大きくなればなるほど，

有権者における政党志向が減少し候補者志向が増加することである.

以上検討したように，地方選挙は， r政党支持なしJを減少させず，かつ，候補者志向

を増大させる，というこつの点において，有権者の心理において政党が果たす役割，そし

て政党を基準とした投票選択の契機を弱めていると言えるだろう.では，それは他のレベ

ルの選挙における態度・判断にも影響を与えているのであろうか.この点を次に考察した

し
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3. ミクロ@データのネ食討

3.1.都道府県議会選挙区定数と投票判断基準

なるレベルの選挙における政党志向と候補者志向の比率を比較して得た推論，即ち投

票判断基準は選挙区定数と関係しているという説明が正しいならば，県議会議員選挙内部

における選挙区定数・立候補者数の差が，政党志向・候補者志向に関連しているはずであ

る.残念ながら明推協調査では地点情報が開示されていないので，この点の検討は断念せ

ざるを得ない.ただし都道府県議選定数が異なる時点で行われる総選挙において有権者の

判断に影響を与えるか否かについては， ]ES IIデータを用いた検証が可能である. ]ES II 

は明るい選挙推進協会調査と同じ投票選択基準の質問を採用しているのみならず，調査対

象者が居住している自治体についての情報が利用可能である.実際に利用するのは，選挙

制度改革後初の 1996年総選挙の前後に行われた ]ESIIの第 6波と第 7波のデータである.

表 3 1996年総選挙時の投票判断基準

3-1 :単純集計

頻度 百分率

政党を震くみて 781 42.1 

候補者個人を重くみて 811 43. 7 

一伊北にいえない* 265 14.3 

1，857 100.0 

*合計で 20人の「わからないJ["答えないjを含む

日¥9Q.: JES 2調査第n皮

3-2 政治的関心とのクロス表

政党志向 候志捕者向

いつも注意を払っている 184 132 44 
51. 1 36. 7 12.2 

時々注意を払っている 315 347 90 
41. 9 46.1 12.0 

たまに注意をはらっている 240 270 103 
39.2 44. 1 16.8 

全く していない 39 59 24 
32.0 48.4 19. 7 

計 778 808 61 
42. 1 43.8 14.1 

* ["わからないJ["答えない」を含む カイ自乗統計量(自由度 6)= 26.07 

出典:JESII調査第 7波 1%水準で統計的に優位
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最初に単純集計結果を見ておこう(表 3-1).]ES IIは1993年から継続しているパネル調

査なので，第 6-7波については回答者の脱落に注意を払う必要があるが，投票判断基準の

各選択肢の比率を見る限り，表 2にある 1996年明推協調査とほぼ同じ数値なので，重大

な問題ではないようである.

投票判断基準と都道府県議会選挙定数との関係を見る前に，政治的関心との関係を検討

しておきたい.政治的関心は人々がどのように政治に関する報道に接し，判断を下すかを

考察する上では大変重要な変数である (Kazee1981). 政治的知識や教育程度との相関が

高いため，解釈が難しい面があるが，有権者の情報収集意欲と情報処理能力が，政治的態

度に大きな影響を持つことはよく知られた研究上の知見である (Zaller1992) .投票判断

基準と政治的関心とのクロス表が表 3-2に掲載しである.人々が心理的に政治に関与する

理由は様々であろうが，政治的関心が高いほど政党志向が強まり，政治的関心が低いほど

候補者志向か「一概にいえないJという回答が増加する傾向がある.カイ自乗検定の結果

から，両者の関係は偶然によるものとは考えづらい.この二変数間関係の背後には，おそ

らく教育程度を媒介として規範的な回答が高まっている側面と，そのような規範意識を持

つが故に，実際に政党を中心に考えている側面があるように思われる.一方，政治的関心

が低い麗の反応、は，実際に選ぶのが入物である以上候捕者を重く見るのが当然という素朴

な反応なのかもしれない.いずれにしても有権者個人の態度・関心と投票判断基準との間

に一定の関係があることは注意を要する.

次に，都道府県議会選挙区定数と投票判断基準との関係を表4に示す.定数が 5以上の

選挙区(すなわち市町村)の数が少ないので，定数 5から 7を一つの範時に，定数8から

表 4 都道府県議会選挙区定数と投票判断基準

都議区道会定選数府県挙 政党を重 候人補を者重個く 一概にい
くみて みて えない*

計

1 141 193 56 390 
36.2 49.5 14.4 100 

2 236 194 59 489 
48.3 39. 7 12.1 100 

3 116 108 36 260 
44.6 41. 5 13.9 100 

4 78 103 25 206 
37.9 50.0 12.1 100 

5-7 99 90 49 238 
41. 6 37.8 20.6 100 

8-18 52 81 34 167 
31. 1 48.5 20.4 100 

計 722 769 259 1， 750 
41. 3 43. 9 14.8 100 

* IわからないJI答えない」を含む カイ自乗統計量(自由度 10)= 35.90 

出典:]ESII調査第 7波 1%水準で、統計的に優位
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18を一つの範障に一括しである.都道府県議会選挙区定数と衆議院選挙における投票判

断基準との間に一定の関係が存在することは一目瞭然である.ただし，政治的関心の場合

と違い，両者の関係は単純ではない.本来であれば最も政党志向・政党本位を促すと思わ

れる小選挙区(1人区)において政党志向が弱く，候補者を重視する傾向が非常に強い.

それに対して， 2人区では政党志向が非常に強く，その後，選挙区定数が大きくなるにつ

れて徐々に政党志向が弱まっていくという予想に従った変化を示す.表4からは，候補者

志向と選挙区定数との陪に明確な関連は読み取りづらく，都道府県議会選挙区定数が政党

志向と「一概にいえない」に関連して変化する結果として，変動しているようにも読める.

いずれにしても，衆議院の小選挙区と都道府県議会選挙の小選挙区という小選挙阪の入れ

子の中に居住する有権者が非常に強い候補者志向を示すというのは驚くべきことかもしれ

ない.ただし，都道府県議会議員選挙についてのデータは持ち合わせていないが，小選挙

区において現職が復位であることは一般的な現象である.従って，仮に都道府県議会の l

人区でも現職が圧倒的に優位な場合には，存権者に対して政党中心の判断ではなく，候補

者中心の判断を促す可能性がある.最も政党志向が強いのは都道府県議会選挙区定数 2の

選挙区だが，これは選挙区定数が 2の時に，最も政党間の競争が蛾烈になるからであろう.

そして，選挙区定数が徐々に大きくなるに従って，同一政党から複数の候補者が出馬し，

政党の持つ判断基準としての重要性が低下していくのではないか.これは，憶測に過ぎな

いが，もしこの因果関係の想定が正しいのならば，有権者の衆議院選挙における投票判断

は都道府県議会選挙区定数の影響を間接的に受けていることになる.地方政府の選挙制度

が国政選挙区における投票判断に一定の影響を与えていることは，重要な発見であるよう

に忠われる.

3.2.多項口ジスティック自帰分析

以上，ごく簡単に投票判断基準と都道府県議会選挙区定数との関係を検討した.では，

クロス表で確認できた両変数の関係は，他の様々な要因を統制した後にも有効なのであろ

うか.ここでは，投票判断基準を従属変数とした回帰分析を行って，上記の疑問に答えた

い.投票特斯基準は政党志向，候補者志向，そして「一概に言えない」なので，それを離

散従属変数(基準は候補者志向)として多項ロジスティック回帰分析を行う.都道府県議

選定数以外の統制変数としては，性別，年齢，学歴，政党支持，政治的関心，前回都道府

県議会選挙における無投票ダミー，当該市町村を単位とした衆議院選挙有効候補者数，自

治体の規模である.年齢の影響が単純な直線的なものではない可能性に鑑み，年齢は 10

歳単位でグループ化し， 20歳代を基準にした一連のダミー変数として扱う.政党支持は，
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新進党・民主党・新党さきがけを一括して新党とし，それ以外は，自民党支持，社会民主

党・共産党支持，そして政党支持なし (1わからない」と「答えない」を含む)に分類し

た上で，新党を比較基準としたダミー変数として投入した.政治的関心はここでは 1-4の

連続変数として扱っている.なお，衆議院選挙有効候補者数は，当該車町村を単位として

測定されている.従って，同じ衆院選選挙区であっても，異なる自治体で、は違った値を取

る.なお， 自治体の規模は ]ES宜データに存在する政令指定都市・人口 20万人以上の

市・人口 20万人以下の市・町村の四分類を利用し，町村を比較基準とした.最後に，焦

点となる都道府県議会選挙区定数だが，そのまま 1~18 の連続変数として投入しである.

ただし，都道府県議会 1人区における独特の反応を考え， 1人区ダミーを投入しである.

この二つの変数で，都道府県議会選挙区定数が総選挙における有権者の投票判断規準に与

える影響を検証する.

表 5に多項ロジスティック回帰分析の結果を示す.候補者志向を比較基準として選んで

いる.ここでは再傑検定で 5%の棄却域を超えた係数を中心に検討する.年齢・性別につ

いては個々の係数を見る探り，統計的に有意で、はない.社会的属性で唯一帰無仮説を棄却

できるのは教育程度である.高卒と比べて大卒・院修了および中学卒で候補者志向が顕著

に多いという，必ずしも予測通りとは言えない結果が出ている.実際，クロス表をとって

みると，政党志向が強いのは高卒高専・短大であり，中卒と大卒・院修了は候補者志向が

強い.教育程度の影響に深入りすることはできないが，教育程度と投票判断基準との関係

が，教育程度が高くなるほど候補者志向あるいは政党志向に偏るのではなく，むしろ非線

形であることは興味深い.政治的関心であるが，クロス集計表で確認したように関心が高

いほど，政党志向へとなることがわかる.

次に，制度的・社会環境的な変数の影響に移ろう.都市規模については，町村と比較し

て政令指定都市居住者が「一概に言えない」という傾向があり， 1人口 20万人未満の市」

居住者に候補者志向が多いという傾向がある.都市規模はあくまで，都道府県議会選挙区

定数の影響を見るための統制変数として投入しであるので，積極的に解釈をする準備を持

ち合わせていない.それ以外の変数は予想通りの結果を示している.まず，衆議院選挙に

おける有効候補者数であるが，有効候補者数が多くなるほど政党志向の有権者が増え，か

つ， 1一概にいえない」という有権者が減る.小選挙区制においては有効候補者数の増加

は，同一政党からの候補者ではなく，異なる政党からの立候補者の増加と選挙競争の激化

を意味するので，これは期待通りの結果である.次に，都道府県議会選挙小選挙区ダミー

変数であるが，明らかに候補者志向を増加させることがわかる.最後に最も重要な都道府

県議会選挙区定数であるが，これもクロス集計表の結果を追認している.すなわち，選挙

区定数が増えるに従い，政党志向が徐々に減少し，そして， 1一概にいえないjが増加す
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表 5 多項口ジスティック回帰分析

政党を重くみて

(高校が比較対象)

高専・短大・専修学校

新制中学

(新党支持が比較対象)

政党支持なし

社会民主党・共産党支持

政治的関d心
都道府県議会選挙小選挙区ダミー変数

都道府県議会選挙区定数

前田都道府県議会選挙で無投票当選ダミー

当該市町村にお

(最低 1 最高 4)

(町村が比較対象)

人口 20万人以上の市

人口 20万人未満の市

一概にいえない(fわからないJf答えない」を含む)

性別

30歳代 (20歳代が比較対象)

年齢 40歳代

年齢 50歳代

年齢 60歳代

年齢 70歳代

大学・大学院 (高校が比較対象)

高専・短大・専修学校

新制中学

(新党支持が比較対象)

政党支持なし

社会民主党・共産党支持

政治的関心 (最低 1-最高 4)

都道府県議会選挙小選挙区ダミー変数

都道府県議会選挙区定数

前回都道府県議会選挙で無投票当選ダミー

当該市町村における有効候補者数(衆議院選挙)

政令指定都市 (町村が比較対象)

人口 20万人以上の市

人口 20万人未満の市

「候補者個人を重くみてJが比較対象

キ 5%水準で統計的に有意(両銀ij検定)

判 1%水準で、統計的に有!.?i:(河1Hij検定)

出典:]ESII調査(従属変数は第7i皮)

出典:都道府県議会議員選挙データは城内勇作氏提供
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選挙制度の非一貫性と投票判断基準

るのである.直接あるいは間接の経路を通じて，地方選挙制度が国政における投票判断基

準に影響を与えていることは確実であるように思われる.

さて，以上は回帰係数のみを提示しており，コーデイングがまちまちであるため，非線

形の多項ロジスティック回帰分析の解釈としては不十分である.回帰係数の値は，説明変

数が 1増加した時に変化するロジスティック分布上の値に過ぎないために直感的に理解す

ることは難しい.そこで，以下では典型的な値を仮に設定し，予測確率を計算しグラフに

することで視覚的に都道府県議会選挙匿定数が衆議院選挙投票判断基準に与える影響を確

認したい. ここで計算のために，以下のような個人を想定する.男性で 40歳代，そして

高校を卒業している.人口 20万人未満の市に住み，彼の住む市では統一地方選挙で県議

会選挙が行われた.支持する政党はなく， 1996年総選挙の際に，彼が住む自治体の有効

候補者数は 3人で、あった (3が平均値に最も近い整数である).この男性投票者に対して，

政治的関心を最低，平均，最高とし，それぞれについて都道府県議会選挙区定数を変化さ

せたのが，図 1の Graph1である.候補者志向の確率は，小選挙区の場合に跳ね上がる以

外は特に傾向はないように見える.それに対して，政党志向の確率は定数が増えるに従っ

て下がっていき，そのかわりに「一概にいえない」の確率が増加する.政治的関心の各水

準で，選挙区定数は明確な影響を投票判断基準に与えている.

今度は，政治的関心を平均に囲定した上で，衆議院選挙における有効候補者数を1.5， 

3， 5と変化させたのが図 lの Graph2である.データにおいて有効候補者数は約1.5か

ら約 5.3まで変化する.この場合，衆議院選挙における有効候補者数と都道府県議会選挙

区定数の効果は極めて明瞭である.衆議院選挙の競争が激しくなると，有権者の政党志向

は増加する.それは左から右に移るに従って上昇する政党志向のグラフからも明らかであ

る.しかし，仮に衆議院選挙が激戦であったとしても，県議会選挙区定数が増えると衆議

院選挙における競争の効果は相殺されてしまう.全ての衆議院選挙競争度のレベルで，都

道府県議会選挙区定数が上昇すると，政党志向が減少し「一概にいえない」が上昇してい

く.候補者志向については，選挙区定数との関係が衆院選有効候補者数の増減によって変

化するようにも見えるが，ハッキリした傾向があるようには見えない.

4. 結語

以上， ]ESn第 6-7波データの検討から明らかになったが，都道府県議会選挙区定数と，

衆議院選挙における有権者が用いる投票判断基準との聞には一定の関係がある.地方選挙

レベルで中選挙区制あるいは大選挙区制が温存されることで，衆議院選挙における投票判
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特集 選挙制度改革後の政党政治

図 1 予測確率
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選挙制度の非一貫性と投票判断基準

断基準における候補者志向が持続しているのである.すなわち，小選挙区比例代表並立制

導入の効果が，非一貫的な選挙制度により相殺されている.

この議論に対して，次のような反論が成り立っかも知れない.すなわち，存権者の投票

判断基準における政党志向と候補者志向の比率は確かに選挙制度改革により変わっていな

い，また，都道府県議会選挙区定数から影響を受けているようにも見える.しかしながら，

政党志向が即政策志向ではないことを考えるならば，政党志向と候補者志向の有権者の中

で，それぞれ政党の政策，候補者の政策を重視している人々が増加している可能性が高い

のではないかと.しかし，幸か不幸かそのような傾向は確認できない.明るい選挙推進協

会の調査においては，投票判断基準の質問の後で， r政党(候補者)の方を重くみて投票

した理由ですが，この中のどういうことによってですか. 1つあげて下さいJという質問

が存在する.その返答の推移を時系列で、追ったのが，表 6である.政党志向の下位質問の

場合，政策を重視したことを表す選択肢は「その党の政策や活動を支持するから」になる

と思われるが， 1996年以降に上昇している様子はない.記述的に見るとむしろ減少して

いる.その一方，候補者志向の場合は， rその候補者の活動を支援するからjが政策志向

に対応する.こちらは，選挙制度改革後に政策志向の有権者が増加したように一見思える

が， 1996年には選択肢の文言が「その候補者の政策や活動を支持するからJ(傍点著者)

と修正されたのみならず， r政党は信頼できないからJという選択肢が削除されたため，

選挙制度改革前との比較が不可能である.さらに， 2003年総選挙後の調査から，投票判

断基準に関するこの枝分かれ質問は姿を消した.いずれにしても，政策重視の投票行動が

増加しているという明確な証拠はない.

他の年の総選挙データで追試する必要はあるが，手元にある資料・情報を利用する限り，

衆議院選挙の投票判断基準と，都道清県議会選挙区定数という一見迂遠な変数との聞に明

確な関係が確認できた.ただ，残るは，どのような形でこの連関が形成されているかとい

う問題である.可能性としては，国政選挙において実際の選挙運動は地方議員が担ってい

るため，地方議員が衆議院選挙の際に行う選挙運動が，一定の影響を有権者に持っている

可能性は否定できない.この場合，両者の関係は地方議員という具体的存在が二つの異な

る文脈で役割を果たすことにより形成されていることを意味するので，外的要因により連

関が形成されていることになる.この理由付けが正しいのならば，地方議員あるいは選挙

運動に接している有権者の簡にその連関がより強く形成されているはずで、ある.

その一方，両者の連関が有権者の心理・態度において形成される場合，一つの政治的・

制度的文脈の行動が態度形成に影響を与え，他の文脈に波及することを意味する.この場

合，如何なる有権者がとくに強い連関を表すのであろうか.単純に記穏力が良い・悪いと

いう問題が関係している可能性も皆無ではない.しかし，異なるレベルの選挙相互の連関
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政党志向・候補者志向と政策の重要性表 6

総選挙

政党の方を重くみて投票した理由ですが，この中のどういうことによってですか. 1つあげて下さい.

2000 

29 3.5% 

16 1. 9% 

375 45.3% 

87 10.5% 

284 34.3% 

19 2.3% 

18 2.2% 

1996 

21 2.9% 

12 1. 7% 

346 47.8% 

91 12.6% 

234 32.3% 

10 1. 4% 

10 1. Ll% 

1993 

33 4.2% 

41 5.2% 

409 51. 8% 

85 10.8% 

194 24.6% 

21 2.7% 

0.8% 

1990 

26 2.5% 

61 5.9% 

526 50.6% 

120 11.5% 

271 26.1% 

16 1. 5% 

19 1. 8% 

1986 

48 5.2% 

61 6.7% 

446 48.6% 

147 16.0% 

184 20.1% 

14 1. 5% 

17 1. 9% 

1983 

44 4.7% 

66 7.1% 

394 42.5% 

118 12.7% 

264 28.4% 

25 2.7% 

17 1. 8% 

1980 

35 3.4% 

45 4.4% 

469 45.4% 

166 16.1% 

289 27.9% 

15 1. 5% 

15 1. 5% 

1979 

34 4.1% 

54 6.6% 

352 42.9% 

109 13.3% 

234 28.5% 

12 1. 5% 

25 3.0% 

1976 

23 2.5% 

47 5.0% 

421 44.9% 

138 14.7% 

263 28.0% 

14 1. 5% 

32 3.4% 

私は党員だから

私はその党の候補者の後援会に入っているから

その党の政策や活動を支持するから

なんとなくその党が好きだから

他の党よりましだから

その他

わからない

828 724 789 1039 917 928 1034 820 938 

候補者個人を重くみて投票した理由ですが，この中のどういうことによってですか. 1つあげて下さい.

政党は信頼できないから

その候補者の後援会に入っているか

その候補者の活動を支援するから*

その候捕者の人物がよいから

ほかの候補者よりましだから

その候補者からいろいろ世話になったから

その他

わからない

選択披無し

51 6.6% 

274 35.6% 

224 29.1% 

190 24.7% 

0.9% 

11 1. 4% 

13 1. 7% 

選択肢無し

69 9.4% 

218 29.8% 

241 32.9% 

152 20.8% 

1. 2% 

16 2.2% 

27 3.7% 

82 8.6% 

49 5.1% 

251 26.3% 

402 42.1% 

126 13.2% 

9 0.9% 

20 2.1% 

16 1. 7% 

47 6.2% 

51 6.7% 

187 24.7% 

339 44.8% 

107 14.1% 

0.7% 

1. 2% 

12 1. 6% 

51 5.9% 

59 6.8% 

218 25.2% 

403 46.6% 

83 9.6% 

12 1. 4% 

21 2.4% 

18 2.1% 

43 5.2% 

48 5.8% 

162 19.5% 

428 51. 5% 

99 11. 9% 

10 1. 2% 

13 1. 6% 

28 3.4% 

46 5.8% 

27 3.4% 

158 19.8% 

434 54.4% 

89 11. 2% 

12 1. 5% 

12 1. 5% 

20 2.5% 

48 5.2% 

56 6.1% 

176 19.2% 

463 50.4% 

118 12.8% 

0.8% 

13 1. 4% 

38 4.1% 

60 7.3% 

29 3.5% 

170 20.7% 

407 49.6% 

90 11. 0% 

17 2.1% 

23 2.8% 

25 3.0% 

00 
E、コ

770 

* 96年と 00年は「その候補者の政策や活動を支持するからj

* * 2003年には質問されなかった.

出典:明るい選挙推進協会衆議院選挙後調査
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選挙制度の非一貫性と投票判断基準

をつけられるという意味では，政治的関心が高い人々こそ，この関連が強い可能性がある.

政治的関心が弱い人々の可能性は，むしろ選挙運動を介して外的に形作られると推察され

る.ただし，外的に形成される連関と内的に形成される連関とは相互排他的ではない.こ

の二つの力学は単に異なる人々に当てはまる，あるいは，同一の個人についても当てはま

る可能性がある.都道府県議会議員選挙区定数と衆議院選挙投票判断基準との関連解明は，

別稿の課題としたい.しかしながら，両者の関係が存在することを確認した本稿の意義は

決して小さくはないと考える.
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